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�愛媛県告示第３３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和６年１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和５管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和５年１２月愛媛県告示第１２２６号）を次のとおり変更し

た。

令和６年１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

�愛媛県告示第３５号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和６年１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 宇和島地区
（宇和島市） 令和２年８月３１日

知事管理区分 知事管理漁獲可能量
変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（小型魚）
漁業 ４月から６月まで １．８トン １．８トン

７月から９月まで ２．８トン ２．８トン

１０月から１２月まで ８．９トン １１．０トン

１月から３月まで ３．０トン ３．０トン

総計 １６．５トン １８．６トン

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
５０号

松山市築山町７番１号 指定金融機関
伊予銀行新立支店

松山市築山町７番１号 令和６年１月３１日

松第
５８号

松山市堀江町甲１６３７番地４ 指定金融機関
伊予銀行堀江支店

松山市堀江町甲１６３７番地４ 令和６年１月３１日

毎週（火・金）曜日発行 第４７５号 令和６年１月１６日

令和６年１月１６日火曜日 第４７５号
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なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１月１６日

愛媛県中予保健所長 廣 瀬 浩 美

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 大矢 光雄

２ 工場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設に関する事項

④Ｒ－３設備（アクリロニトル回収装置）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 西地区回収留出液排水処理設備１

� 西地区回収留出液排水処理設備２

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２１号ハ 原料回収
施設

特 定 施 設 の 能 力 供給量１日当たり１９２トン

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和６年１０月１４日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年１２月１９日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００，０００

最大 ３００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９１

最大 １９１

備考 ①缶出液（汚水：水／ジメチルスルホキシド）は次工程（ジメチルス
ルホキシド回収装置）へ送液するため、系外への排出はなし。

②流出液（回収原料：アクリロニトリル）は全て再利用と委託処理を
行う。

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．７メートル 横２２．３メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ６０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ３５１

通常 ２９３

最大 ３５１

設 置 年 月 日 平成１８年９月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

設 置 年 月 日 平成２７年１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．４メートル 横２３．６メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

� 第２排水口

�愛媛県告示第３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１月１６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年１月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ７０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７４

最大 ４３０

通常 ３７４

最大 ４３０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．２

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．１

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８，４８０

最大 ２４，０６１

備考 この他に雨水排水口が６箇所ある。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．６

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８２

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９２，６０１

最大 １２７，２３９

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３１号

令和６年１月５日

伊予市米湊字西窪１０５２番、１０５４番、１０６２番、１０６３番、１０６４番、１０６５番２、

１０７１番３、１０５４番地先水路

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社亀岡

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡�万高原町菅生１番耕地６２０番から

同町菅生１番耕地５７３番２まで
令和６年１月１６日
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県自動車整備支部 萩 山 陽 右 令和５年１２月１９日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

ミ ズ ノ 玄 太 郎 後 援 会 水 野 玄太郎 令和４年１２月３１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 公職の種類
（第１号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

日本維新の会衆議院愛媛県第２選挙
区支部 梶 野 耕 佑 梶 野 耕 佑 今治市別宮町八丁目４－５２ 衆議院議員 令和５年１２月１１日

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県四国中央市第五支
部 石 川 剛 高 橋 真由美 四国中央市川滝町下山９７０ 令和５年１２月１２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

法第１９条の７第１項第１号及び２号に係る国会議員関係政治団体

政治団体の名称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類
（第１号）

公職の候補者
の 氏 名

公職の種類
（第２号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

梶野こうすけ後援会 梶 野 耕 佑 梶 野 耕 佑 今治市別宮町八丁目４－
５２ 衆議院議員 梶 野 耕 佑 衆議院議員 令和５年１２月１１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

社会民主党愛媛県第２区
支部連合 村 上 要 会 計 責 任 者 村 上 啓 子 川 野 征 雄 令和５年１２月１２日

日本維新の会衆議院愛媛
県第２選挙区支部 梶 野 耕 佑 主たる事務所の所在地 新居浜市中西町８－５５ 今治市別宮町八丁目４－５２ 令和５年１２月２２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

梶野こうすけ後援会 梶 野 耕 佑 主たる事務所の所在地 新居浜市中西町８－５５ 今治市別宮町八丁目４－５２ 令和５年１２月２２日
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菅 良 二 後 援 会 菅 良 二 令和５年１２月１５日

黒 川 洋 介 後 援 会 黒 川 洋 介 令和５年１２月２１日

宇 野 浩 後 援 会 矢 野 元 昭 令和５年１２月２８日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県選挙管理委員会告示第６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異

動の届出があった。

令和６年１月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

梶 野 耕 佑 衆議院議員 梶野こうすけ後援会 今治市別宮町八丁目４－５２ 令和５年１２月７日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

菅 良 二 菅 良 二 後 援 会 令和５年１２月１５日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

梶 野 耕 佑 梶野こうすけ後援会 主たる事務所の所在地 新居浜市中西町８－５５ 今治市別宮町八丁目４－５２ 令和５年１２月２２日

令和６年１月１６日 発行


